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開会 午前１０時００分

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（西原 浩君） おはようございます。

会議に入ります前に申し上げます。

今会期中は、報道関係者の写真撮影とパソコンの使用を許可しております。

庁舎内は、ナチュラル・ビズ・スタイル、年間を通した働きやすい服装が実施されてお

ります。

議場内においても、ネクタイを着用しないことを許可しておりますので申し上げておき

ます。

また、議場内において、体調管理のために必要な水分の補給を許可しておりますので、

併せて申し上げておきます。

本日は、議場内の気温が上昇することが予想されておりますので、上着を脱ぐことを認

めます。

ただいまから、令和６年第３回別海町議会定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は１６名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（西原 浩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。

９番小椋議員。

○９番（小椋哲也君） はい。

○議長（西原 浩君） １０番外山議員。

○１０番（外山浩司君） はい。

○議長（西原 浩君） １１番今西議員。

○１１番（今西和雄君） はい。

○議長（西原 浩君） 以上、３名を指名いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 議会運営委員会報告

○議長（西原 浩君） 日程第２ 議会運営委員長から委員会の協議概要について報告が

あります。

なお、本件は、報告のみであります。

議会運営委員長。

○議会運営委員長（小椋哲也君） ８月２０日及び８月２９日に開催いたしました議会運

営委員会で、第３回定例会に係る運営等について協議をいたしましたので、その内容につ

いて報告申し上げます。

第３回定例会に町側から提出されております案件は、全部で２１件であります。

内容は、令和６年度各会計補正予算が５件、条例の一部改正が４件、財産の取得が１件、

令和５年度各会計決算認定が８件、放棄した債権と、令和５年度決算に基づく健全化判断

比率及び資金不足比率の報告が２件、工事請負契約の専決処分の報告が１件であります。
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これら提出案件のうち、令和６年度各会計補正予算の５件と、令和５年度各会計決算認

定の８件を除いては、委員会への付託は省略し、本会議において、質疑、討論、採決すべ

きものとし、令和６年度各会計補正予算及び令和５年度各会計決算認定については、予算

決算審査特別委員会に付託して、慎重な審査をすべきものと決定いたしました。

なお、令和６年度各会計補正予算５件と、令和５年度各会計決算認定８件については関

連がありますので、それぞれ一括議題とすることに決定いたしました。

放棄した債権、令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率、工事請負契

約の専決処分の報告につきましては報告のみであります。

次に、会期及び議事日程であります。

第３回定例会の会期は、９月９日から９月１３日までの５日間とし、初日には、町長提

出議案の内容説明、質疑を行います。

２日目は、一般質問を行い、３日目と４日目は休会とします。

３日目は、令和６年度各会計補正予算の審査のため、予算決算審査特別委員会を開催し、

予算決算審査特別委員会終了後に、広報・広聴常任委員会を開催します。

４日目は、総務文教常任委員会、福祉医療常任委員会、産業建設常任委員会をそれぞれ

開催します。

５日目最終日は、特別委員会に付託した議案の審査結果の報告と町長提出議案の討論、

採決を行い、その後、議員発議案件等の内容説明、質疑、討論、採決を行うことと決定し

ました。

次に、一般質問であります。

通告を受理しております一般質問は、田村議員、伊勢議員、市川議員、中村議員、高橋

議員、横田議員の６名で、全員が一問一答方式であります。

質問の順番は、会議規則等運用規定に基づき、通告順に行うこととしました。

議員各位、理事者におかれましても効率的な議会運営と、活発な政策議論となるよう、

町民に分かりやすい簡明かつ明確な質問や答弁に配慮されますようお願い申し上げます。

次に、請願陳情等であります。

請願陳情等に関わる対応については、慎重に協議いたしました。

その結果は、お手元に配付のとおりであります。

陳情等の写しは議員控室で閲覧できますので、賛同される議員は、議員発議により提出

願います。

次に、議員発議案件であります。

現在予定されております議員提出案件は３件であります。

内容は、「巨大災害に備える危機管理対応の体制強化を求める意見書案」及び「義務教

育の機会均等の確保と教育予算の確保・拡充を求める意見書案」が、佐藤議員から、「国

土強靱化に資する道路の整備等に関わる意見書案」が、戸田議員からそれぞれ提出される

もので、いずれも定例会最終日に提案することとなっております。

最後に、反問権、発言の機会の付与についてですが、町長ほか、職員が議長の許可によ

り、議員の質問に対して、論点を明確にするためのもので、議会の議論が活性化し、議論

のポイントを町民の皆様に分かりやすくするために導入したものであります。

町長をはじめ、執行機関並びに議員各位には、その趣旨を十分御理解いただきますよう

お願いいたします。

以上で議会運営委員会で協議しました内容の報告といたします。
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──────────────────────────────────

◎日程第３ 会期決定の件

○議長（西原 浩君） 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から９月１３日までの５日間にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から９月１３日までの５日間と決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第４ 諸般の報告

○議長（西原 浩君） 日程第４ 諸般の報告を行います。

諸般の報告は、お手元に配付のとおりであります。

──────────────────────────────────

◎日程第５ 行政報告

○議長（西原 浩君） 日程第５ 行政報告を行います。

町長。

○町長（曽根興三君） おはようございます。

本日、令和６年第３回町議会定例会を招集させていただきました。

議員の皆様方におかれましては、御多忙中にもかかわらず、全員の御出席をいただき大

変ありがとうございます。

定例会開会に当たり、行政報告を申し上げます。

まず、８月３１日の大雨による町道の被害についてでございます。

８月３１日の午前からの夕方にかけての大雨で、町内の町道７１路線で、路面の洗掘や

法面が崩壊するなどして被害を受けました。

通行が危険と判断しました１１路線においては、一時通行止めをしました。

これは、９月３日から順次、復旧作業を実施し、６路線については、通行止めを解除し

ております。

その他の路線につきましても、早期の復旧に向けて、今努力しているところでございま

す。

次に８月１１日に開催しました、直木賞作家河﨑秋子さんへの町民栄誉賞の授与式でご

ざいます。

今まで町民栄誉賞は、３名の方がおりまして、これはいずれもスポーツ選手でございま

したけれども、今回初めて、文化の部分から授与をすることになったということで河﨑さ

ん自身も大変喜んでおられまして、私どももよかったと思っております。

これを機に、町民の文化活動が一層盛り上がることを期待しているところでございま

す。

９月３日は、鈴木直道知事が野付半島と尾岱沼に来られまして、触れ合いトーク等で地

元の状況等の話合いが行われまして、別海町では、観光協会の会長、また、中標津町で行

われたトークでは、別海で企業しているオーレンスの社長が、ＤＸについて、取組の内容

を説明していたところでございます。

知事は、選挙運動も含めて４度、根室管内に来根しているということでございましたけ
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れども、これからも、できるだけ地域の声を聞きたいというようなお話を伺っておりま

す。

また、９月４日の夜ですけれども、別海高校の野球部の後援会、これの総会が行われま

して、甲子園へ行くための後援会を設立したんですけれども、目的を達成したということ

で、解散することになりました。

寄附の状況ですけれども、１億１,０００万弱集まりまして、町の補助金も含めてでご

ざいますけれども、使ったのが、９,０００万弱というようなことで、全体では２,０００

万ちょっとが残ったような状況でございますけれども、これを後援会は解散するけれど

も、父母の会等で、引き続き、野球部の活動を支援する活動費に使いたいというようなこ

とが、総会で了承されました。

町としましても、補助金という形で出しております。

したがって、どういう、最終的な結果が出たのかということは、後ほど後援会から報告

があると思いますので、その報告を受けて、残金の利用活動方法については、今後検討し

たいというふうに考えております。

目的は、高校野球部を応援するという趣旨にのっとった活動を続けていくというような

ことであれば、返還命令等まではいかないような形で、できるだけ高校生の応援を続けて

いきたいというような思いを持っております。

では、次に酪農情勢でございます。

町内の生乳生産は、本年１月から７月までで２８万７,０００トン、これは、対前年比

で１０２.２％、販売額では３４５億２,０００万円、これは対前年比で１１３.１％と

なっており、３年ぶりに増産に転じたことや、また乳価の値上げによりまして、堅調に推

移はしております。

また、飼料作物であります牧草の生育状況につきましても、９月１日現在で、２番草が

適当な温度と降雨の天候に恵まれまして、例年よりも６日早く、飼料用トウモロコシにつ

いても、生育は例年よりも２日早く、全体に進んでおります。

７月は猛暑が続いていた気候がありましたが、牧草は適期に収穫できたことや、餌が今

年度産の牧草に切り替わります秋以降には、生乳の生産量が伸びるものと期待をしている

ところでございます。

また、管内の家畜の暑熱被害でございますが、６月１日から８月１５日までの間に２頭

が、熱射病を発症しましたけれども、２頭とも回復しております。

次に水産業の状況です。

野付・別海両漁協における本年８月までの漁獲量は、水揚げ数量で１万５,５００ト

ン、これは対前年比で８５％になっております。

金額で５２億７,７００万円、これも対前年比８０％となっておりまして、昨年と比較

しますと、水揚げ量及び金額ともに下回っている状況でございます。

カレイとホッキの水揚げが好調でしたけれども、５月まで創業していたホタテ漁が、時

化や、そして流氷が長く残っていたというようなことの影響から、連続した操業ができな

かったことや、今期の漁場が、年度年度のサイクル的に、資源量が少ない年度に当たった

というようなことも、減少の大きな要因だというふうに考えられております。

一方、本町の主要漁業であります秋サケ定置網漁は、例年９月１日から解禁するところ

を、川への遡上数確保のために、自主規制により遅らせまして、根室北部地区は、９月６

日から、そして根室南部地区は、９月９日から順次網入れが行われ、段階的に水揚げが始
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まっております。

今年の根室海区における来遊予測では、昨年よりも１８.７％下回る、匹数にして２２

５万尾、これを予想しております。

依然、漁獲量の低迷が危惧されているところであり、別海漁協主催のあきあじまつり

も、中止の方向で動いております。

これから本格操業に向けて、今後の来遊状況や価格の動向に大きく期待をしているとこ

ろではございます。

次に商工業と観光についてです。

別海町中小企業振興、この行動指針に基づきます担い手育成の一環としまして、昨年に

引き続きまして、４月に別海高校生と地元の企業との懇談会を実施いたしました。

懇談会には、企業は１６社が参加しまして、生徒は２３名が参加しまして、企業と生徒

が直接対話することで、業務内容や職種への理解が深まり、地元企業への就職希望者の増

加と、それから就職後の早期離職防止の一助になるものと考えているところでございま

す。

次に観光客でございますけれども、入込み数につきましては７月末現在で１２万６,０

００人と、これは前年が１６万３,０００人でしたので、約３万７,０００人減少しており

ます。

これは一つは、えびまつりの中止が大きな要因になるのではないかなと考えておりま

す。

続きまして、建設工事等の発注状況についてです。

８月末現在で、工事及び事業委託を合わせまして、１０７件、金額で約２１億８,７０

０万円となりまして、今年度計画のおよそ６４％を発注しておりまして、おおむね計画ど

おり進捗している状況でございます。

今後の入札につきましては、２か年国債での道路工事や町有車両の除雪業務委託などを

予定しております。

最後に、令和６年度の沖縄県道１０４号線越え実弾射撃訓練の分散実施についてでござ

います。

訓練は９月１２日から９月２３日までのうち１０日間実施される予定となっており、訓

練部隊の矢臼別演習場到着は９月上旬、出発は１０月中旬となっております。

本訓練に対しましては、８月２７日に開かれました、北海道知事を座長とする矢臼別演

習場関係機関連絡会議、これは副知事、そして別海町、厚岸町、浜中町、標茶町が参加し

ている会議でございますけれども、これに私も出席しまして、演習場所在自治体として、

安全対策の徹底や早期の情報提供など７点について、北海道防衛局に要請を行ったところ

でございます。

なお、訓練規模は大隊レベルで、人員約４５０名、車両約１００両、砲門数は８門と

なっております。

訓練計画につきましては、これまでと同様に、新聞への周知チラシの折り込みや、町

ホームページにより、町民の皆様へお知らせしております。

また、訓練期間中におきましても、射撃訓練の実施状況などについて、ホームページ等

で迅速にお知らせをさせていただいておりますので、御理解をよろしくお願い申し上げま

す。

なお、９月４日、札幌防衛局から、現地対策本部を設置した旨の報告がありました。
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以上をもちまして、行政報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

──────────────────────────────────

◎日程第６ 提出案件の概要説明

○議長（西原 浩君） 日程第６ 提出案件の概要について説明があります。

○副町長（浦山吉人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 副町長。

○副町長（浦山吉人君） それでは、本定例会に提出をいたしました議案等について、そ

の概要を説明させていただきます。

なお、提案理由につきましては、議案等が上程をされた際に、詳細を説明いたしますの

で、私からは、概略の説明とさせていただきます。

提出いたしました案件は、議案が１０件、認定が８件、報告が３件でございます。

議案第５９号は、一般会計補正予算です。

引き続き物価高騰による悪影響を受けている一般企業及び農業者に対し、ふるさと応援

基金を財源として、水道料の減免事業を実施する経費や、防衛省補助のモデル事業とし

て、上西春別小学校にエアコンを設置する上西春別小学校整備事業、滞在施設や加工施設

等、域内の循環を維持、活性化する拠点の確保対策として実施をする、域内循環拠点維持

確保緊急対策事業の補助申請者の増加見込みによる増額、そして本年度も堅調に推移をし

ております、ふるさと応援寄附金に係る事業費の増など、５３億４,１３０万円を増額補

正するものでございます。

議案第６０号は、介護保険特別会計補正予算で、昨年度に受けた介護給付費等の精算返

還金により８８０万円を増額補正するものです。

議案第６１号は、町立別海病院事業会計補正予算で、１０月から外来看護師の宿直業務

を開始することに伴い、宿日直手当について、１２０万円を増額補正するものです。

議案第６２号は、水道事業会計補正予算で、一般会計が実施をする一般企業及び農業者

に対する水道料の減免事業に関連し、３６万６,０００円を増額補正するものです。

議案第６３号は、下水道等事業会計補正予算で、上春別地区排水処理施設における一部

設備の更新工事が必要となり、５１７万円を増額補正するものです。

議案第６４号別海町職員の給与に関する条例の一部改正は、町立別海病院において、１

０月から外来看護師の宿直業務を開始することに伴い、宿日直手当の上限額を見直し、改

正を行うものです。

議案第６５号別海町手数料条例の一部改正は、書かない窓口推進・窓口円滑化事業にお

いて、１０月から運用開始予定として設置する機器の導入に伴い、本条例における文言に

ついて改正を行うものです。

議案第６６号別海町介護サービス使用料及び手数料条例の一部改正は、国による指定居

宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴い、本条例で定める居住費

及び滞在費について、改正を行うものです。

議案第６７号別海町国民健康保険条例の一部改正は、行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正により、令和６年１２月２日から、

国民健康保険被保険者証が廃止となることから、所要の改正を行うものです。

議案第６８号の財産の取得については、８月２２日に入札を行った、し尿収集車の取得

について、その予定価格が１,５００万円を超えることから、議会の議決を求めるもので
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す。

認定第１号から第８号までの８件については、令和５年度各会計決算の認定についてで

す。

地方自治法の規定に基づき、各会計の決算について、監査委員の意見を付けて議会の認

定に付するものです。

報告第７号は、放棄した債権の報告についてです。

別海町債権管理条例に基づき、令和５年度中に放棄した債権について、議会に報告する

ものです。

報告第８号は、令和５年度決算に基づく別海町健全化判断比率及び資金不足比率につい

てです。

地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、監査委員の意見を付して議会に報告

をするものです。

最後に報告第９号の専決処分の報告については、工事請負契約の一部を変更する必要が

生じ、専決処分を行ったことから、その内容について報告をするものです。

以上で提出いたしました議案の概要説明とさせていただきます。

御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。

──────────────────────────────────

◎委員会付託省略の議決

○議長（西原 浩君） ここでお諮りします。

本定例会に提出されております議案第６４号から議案第６８号までの５件については、

会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６４号から議案第６８号までの５件については、委員会の付託は省

略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第７ 議案第５９号から日程第１１ 議案第６３号まで

○議長（西原 浩君） 日程第７ 議案第５９号令和６年度別海町一般会計補正予算（第

２号）、日程第８ 議案第６０号令和６年度別海町介護保険特別会計補正予算（第１

号）、日程第９ 議案第６１号令和６年度町立別海病院事業会計補正予算（第１号）、日

程第１０ 議案第６２号令和６年度別海町水道事業会計補正予算（第１号）、日程第１１

議案第６３号令和６年度別海町下水道等事業会計補正予算（第１号）の５件については、

別海町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。

内容について順次説明を求めますが、ここで説明者に申し上げます。

この５件の補正予算については、予算決算審査特別委員会に付託し、詳細な審査をした

いと考えておりますので、内容については、要点のみにとどめて説明願います。

それでは初めに、議案第５９号令和６年度別海町一般会計補正予算第２号の説明を求め

ます。

○財政課長（ 川具哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） 議案第５９号の内容説明をさせていただきます。
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別冊の令和６年度別海町一般会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和６年度別海町一般会計補正予算（第２号）。

令和６年度別海町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３億４,１３０万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３０１億３,８３０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第２条、債務負担行為の補正。

債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

第３条、地方債の補正。

地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正で、補正額の欄で申し上げます。

まず、歳入です。

１款町税、１項と２項で８,３８９万９,０００円の増。

１０款地方特例交付金、１項で６,６８６万４,０００円の増。

１１款地方交付税、１項で１,６６５万４,０００円の増。

１５款国庫支出金、１項と２項で１億３４２万３,０００円の増。

１６款道支出金、１項と２項で９４０万２,０００円の増。

１８款寄附金、１項で５０億円の増。

１９款繰入金、１項で１,５８０万円の減。

２０款繰越金、１項で５,１９８万３,０００円の増。

２１款諸収入、４項と５項で１,６７７万１,０００円の増。

２２款町債、１項で８１０万４,０００円の増。

歳入合計で５３億４,１３０万円の追加です。

次に３ページにお進みください。

歳出です。

１款議会費、１項で３１万３,０００円の増。

２款総務費、１項と３項で５２億２,９０８万２,０００円の増。

３款民生費、１項と２項で９,０３１万２,０００円の増。

４款衛生費、１項と２項で３,０７７万９,０００円の増。

６款農林水産業費、１項で１７万３,０００円の増。

７款商工費、１項で２８９万４,０００円の減。

１０款教育費、２項から５項で６４６万５,０００円の減。

歳出合計で５３億４,１３０万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ３

０１億３,８３０万円とするものです。

４ページをお開きください。

第２表、債務負担行為補正で３件の追加です。

１件目、防衛施設周辺障害防止事業は、矢臼別演習場土砂流出対策に係る工事や調査設

計を行うもので、期間は令和７年度、限度額は９,６９１万２,０００円。

２件目は、防衛施設周辺道路整備事業における、根室中部３号主要幹線改良舗装工事
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で、期間は令和７年度、限度額は１億９,２７０万８,０００円。

３件目も同じく防衛施設周辺道路整備事業、中西別上風連線改良舗装工事で、期間は令

和７年度、限度額は１億３,５１２万１,０００円とするものです。

次に、第３表、地方債補正で２件の変更です。

１件目、町道整備事業は、中春別及び別海市街地の道路工事について、過疎債の充当が

見込めるようになったことから、補正前の限度額、２億３,５８０万円に、２,５６０万円

を追加し、補正後の限度額を２億６,１４０万円とするものです。

次の臨時財政対策債は、発行可能額の決定により、補正前の限度額４,０００万円か

ら、１,７４９万６,０００円を減額し、補正後の限度額を２,２５０万４,０００円とする

ものです。

なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更がありません。

１番下段、合計になりますが、補正前の限度額１２億６,８５０万円に、８１０万４,０

００円を追加し、補正後の限度額を１２億７,６６０万４,０００円とするものです。

次に、５ページから２６ページまでの歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は、全て省

略をさせていただきます。

以上で議案第５９号一般会計補正予算（第２号）の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第６０号令和６年度別海町介護保険特別会計補正予算

（第１号）の説明を求めます。

○介護支援課長（高橋勇樹君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 介護支援課長。

○介護支援課長（高橋勇樹君） 議案第６０号の内容説明をいたします。

別冊の令和６年度別海町介護保険特別会計補正予算書１ページをお開きください。

令和６年度別海町介護保険特別会計補正予算（第１号）。

令和６年度別海町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１２億５,６５０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正です。

補正額の欄で申し上げます。

まず、歳入です。

１款保険料、１項で１,０５８万２,０００円の増。

３款国庫支出金、２項で６２５万７,０００円の減。

４款支払基金交付金、１項で４９３万５,０００円の増。

７款繰入金、２項で１３４万３,０００円の減。

８款繰越金、１項で８８万３,０００円の増。

歳入合計で８８０万円の増額です。

次に、歳出です。

５款諸支出金、１項で８８０万円の増。

歳出合計で８８０万円を増額し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２億５,６
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５０万円とするものです。

３ページから７ページの歳入歳出補正予算事項別明細書につきましては、説明を省略い

たします。

以上で議案第６０号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第６１号令和６年度町立別海病院事業会計補正予算

（第１号）の説明を求めます。

○病院事務課長（ 木直人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 病院事務課長。

○病院事務課長（ 木直人君） 議案第６１号の内容説明をいたします。

別冊の令和６年度町立別海病院事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和６年度町立別海病院事業会計補正予算（第１号）。

第１条総則。

令和６年度町立別海病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

支出の１款病院事業費用、１項で１２０万円の増。

合計で２４億５,６７５万７,０００円とする。

第３条、議会の議決を得なければ流用することのできない経費。

予算第７条に掲げる経費を次のとおり改める。

１号職員給与費１２０万円を増額し、１０億９,１０８万１,０００円とする。

２ページから３ページの補正予算実施計画及び補正予算実施計画説明書の説明は省略さ

せていただきます。

４ページをお開きください。

令和６年度補正予算町立別海病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）で

す。

現金の流れを示した表になります。

右側下段の部分で説明いたします。

下から３行目、資金増減額の見込みで１億９５万円の減額となり、最下段、資金期末残

高で２,２５６万４,０００円となる予定です。

続きまして、５ページをお開きください。

補正予算給与費明細書です。

１総括。

下段の比較の合計で説明いたします。

職員数、一般職で、人数の変更はありません。

手当１２０万円の増、給与費計１２０万円の増。

法定福利費の増減はありません。

合計で１２０万円の増となります。

以下、手当の内訳から７ページまでの説明は省略させていただきます。

続きまして８ページをお開きください。

令和６年度町立別海病院事業予定損益計算書です。

右下、下から３行目を御覧ください。

当年度純損失の見込み、１億４,５３１万５,０００円となる見込みで、１番下の当年度
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未処理欠損金が２９億３,９１１万円となる見込みです。

９ページの令和６年度町立別海病院事業予定貸借対照表と１０ページの注記表の説明は

省略させていただきます。

以上で議案第６１号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第６２号令和６年度別海町水道事業会計補正予算（第

１号）の説明を求めます。

○建設水道部次長（新堀光行君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。

○建設水道部次長（新堀光行君） 議案第６２号の内容説明をさせていただきます。

別冊の令和６年度別海町水道事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和６年度別海町水道事業会計補正予算（第１号）。

第１条総則。

令和６年度別海町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収益的収入です。

１款水道事業収益、１項と２項で３６万６,０００円を増額し、１１億９１０万７,００

０円とするものです。

続いて、収益的支出です。

１款水道事業費用、１項で３６万６,０００円を増額し、９億３,４６８万６,０００円

とするものです。

３ページから４ページにかけての、補正予算実施計画及び実施計画説明書の説明は省略

いたします。

続いて、５ページをお開きください。

令和６年度別海町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）です。

現金の流れを示した表になります。

下から３行目を御覧ください。

資金増減額の見込みです。

６,６３６万１,０００円の減額となり、最下段の資金期末残高は２９億８２１万３,０

００円となる予定です。

次に、６ページにお進みください。

令和６年度別海町水道事業予定損益計算書です。

下から４行目を御覧ください。

当年度純利益の見込みです。

１億３,１５５万円となる予定です。

次の７ページの令和６年度別海町水道事業予定貸借対照表と８ページの注記表の説明に

つきましては省略をさせていただきます。

以上で議案第６２号別海町水道事業会計補正予算の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 次に、議案第６３号令和６年度別海町下水道等事業会計補正予算

（第１号）の説明を求めます。

○建設水道部次長（新堀光行君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 建設水道部次長。
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○建設水道部次長（新堀光行君） 議案第６３号の内容説明をさせていただきます。

別冊の令和６年度別海町下水道等事業会計補正予算書の１ページをお開きください。

令和６年度別海町下水道等事業会計補正予算（第１号）。

第１条総則。

令和６年度別海町下水道等事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条、収益的収入。

予算第３条の収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

収益的収入です。

１款下水道事業収益、２項で４７万円を増額し、６億８,５３９万９,０００円とするも

のです。

第３条、資本的支出。

予算第４条の資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億５,２９１万３,０００円は、過年

度損益勘定留保資金３,９３２万円及び現年度損益勘定留保資金１億１,３５９万３,００

０円で補填するものとする。

資本的支出です。

１款資本的支出、１項で５１７万円を増額し、３億５,６８７万１,０００円とするもの

です。

３ページから４ページの補正予算実施計画及び実施計画説明書の説明は省略をさせてい

ただきます。

続いて、５ページをお開きください。

令和６年度別海町下水道等事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）です。

現金の流れを示した表になります。

下から３行目を御覧ください。

資金増減額の見込みです。

１,６９８万６,０００円の増額となり、最下段の資金期末残高は２億６５万７,０００

円となる予定です。

続いて６ページをお開きください。

令和６年度別海町下水道等事業予定損益計算書です。

下から３行目を御覧ください。

当年度純損失の見込みです。

８,６２９万１,０００円となる見込みであり、最下段の当年度未処理分余剰金も、１,

７９４万６,０００円となる見込みです。

７ページの別海町下水道等事業予定貸借対照表、８ページ以降の注記表の説明につきま

しては省略をさせていただきます。

以上で議案第６３号下水道等事業補正予算（第１号）の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 以上で、議案第５９号から議案第６３号までの令和６年度別海町

各会計補正予算の５件についての内容説明が終わりました。

お諮りします。

ただいま上程中の令和６年度別海町各会計補正予算の５件については、予算決算審査特

別委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５９号から議案第６３号までの５件については、予算決算審査特別

委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。

お諮りします。

ただいま全員による予算決算審査特別委員会に付託されましたので、本会議での質疑は

省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、本会議での質疑は省略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第１２ 議案第６４号

○議長（西原 浩君） 日程１２ 議案第６４号別海町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○総務部次長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（寺尾真太郎君） 議案第６４号別海町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、内容説明をいたします。

本件につきましては、町立別海病院において深夜勤務帯である、病棟看護師の救急診療

に係る業務負担の最適化、こちらを目的に、本年１０月１日から、外来看護師を宿直とし、

夜間の救急診療に対応する見直しを行うことに伴いまして、当該宿直する外来看護師の手

当を１回につき１万円を支給したいとすることから、宿日直手当の上限額の引上げ改正を

行おうとするものです。

それでは議案内容の説明に入ります。

議案書では、６ページに改正文でお示ししておりますが、議案書による改正文の朗読は

省略し、議案資料により説明させていただきます。

議案資料の１ページをお開きください。

別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表です。

右側が改正前、左側が改正後となります。

第１５条、宿日直手当で、勤務１回につき支給する宿日直手当の上限額を、現行の「４,

４００円」から「１万円」に改正したいとするものです。

また、附則といたしまして、「この条例は、令和６年１０月１日から施行する。」とす

るものです。

以上で議案第６４号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第６４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

○８番（田村秀男君） はい。

○議長（西原 浩君） ８番、田村議員。

○８番（田村秀男君） ちょっと２、３点お伺いいたします。
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この宿日直勤務が必要となる職場というのはですね、町立別海病院の看護師のみなのか

ね、それについてちょっとお知らせください。

どちらにしても、当初予算には、宿日直手当は計上されておりませんのでね。

それから１回の勤務手当が４,４００円から１万円というふうに、２倍以上に上がって

ますけれども、これの積算の根拠を教えてください。

それから３点目は、常直的な宿日直勤務手当っていうのは、月額２万２,０００円超え

ちゃいけないよっていうルールなんですけども、１回の手当の額が２倍以上上がったにも

かかわらず、月額の２万２,０００円は変わってないと。

これの考え方を教えてください。

それから、これは１０月１日からやるっていうことで、別海病院の看護師の関係で緊急

にこの１０月から必要性が出てきたので、条例を改正して予算を増額したか、それについ

てもちょっとお答えください。

○議長（西原 浩君） それでは答弁調整のため暫時休憩いたします。

午前１０時５４分 休憩

──────────────

午前１０時５６分 再開

○議長（西原 浩君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。

それでは順次答弁をお願いいたします。

○総務部次長（寺尾真太郎君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 総務部次長。

○総務部次長（寺尾真太郎君） それではまず私のほうからは、まず１番の看護師だけな

のか、宿日直勤務っていうのと、３番目の、後段のですね、ただし書のほうの２万２,０

００円の改正は必要ないのかという御質問だったかと思うんですけど、この２点について

私のほうからお答えさせていただきたいと思います。

それではまず１点目の宿日直手当は、現状どのようなことかということですけれども、

現状といたしましては、職員のほうにですね、宿日直手当ということで勤務命令している

事例は、今ございません。

１０月から、病院のほうで実施するということで、初めて実施するということになって

おります。

続きまして２万２,０００円の件ですけれども、ただし書のほうに規定しております常

直的な宿日直勤務、こちらのほうはですね、例えば、庁舎に附属している居室、こちらの

ほうで、私生活を営みつつ、常時行う宿日直手当ということを意味している内容でござい

まして、施設の夜間対応業務等が想定はされるんですけれども、このような形態の場合は、

１回ごとの手当ではなくて、月額手当としてこちらの人事院の規則に応じて、規定をして

いるというところですけれども、この場合と、今回、看護師を対象といたしました１回当

たりの改正、こちらはちょっと内容が異なるものですので、均衡を図る必要はないという

ところで判断したところでございます。

以上でございます。

○病院事務課長（ 木直人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 病院事務課長。

○病院事務課長（ 木直人君） それでは私のほうから２点目と４点目の質問についてお

答えします。
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２点目の１万円の根拠でございますが、宿直手当の近隣の状況を調査したところ、宿直

手当としての実施件数というものがさほどなく、釧路根室管内で調べたところでは、２市

町ですね、ありまして、ちょっと参考に及ばなかったものですから夜間手当というところ

で調査したところ、ある程度、本院も夜間手当はあるんですが、本院を除く夜間手当の平

均値が大体１万円ぐらい弱であったというところで、看護師不足ということで、今後の看

護師維持というところで、募集もしなければならないところであまり安くもできないとい

う事情もございまして、１万円というところに落ちついたところです。

４点目の１０月１日からの実施ということですが、新年度入りまして看護師不足がやは

り、かなりちょっと深刻な状況になってきましたので、全体での体制見直しによって、救

急体制の確保、維持することが必要という判断で、今年度、年度初めにはこの時期をめど

に入れたらいいということで、今回提出させていただきました。

満度にすぐ１０月から、フルに１か月毎日入れるという状況ではないんですが、予算に

つきましても、可能な範囲、おそらく３０日中２０日程度でも始められればというところ

で、新年度以降、定着できるようにということで、今回の補正予算増額ということになっ

ております。

以上でございます。

○議長（西原 浩君） はい、４点回答ありました。

○８番（田村秀男君） はい。

○議長（西原 浩君） ８番、田村議員。

○８番（田村秀男君） 宿日直手当とそれから常直的な宿日直勤務ですか、これちょっと

私も勘違いして、趣旨が違うということが分かったんで、了解いたしました。

そうするとですね、１２０万円補正してんですから、１万円としたら、年間１２０回の

勤務といいますかね、そういうようなことで積算したということですか、１２０万円は。

○議長（西原 浩君） そうなると、補正予算の質問になっちゃう。

田村議員、ちょっと補正予算のほうに内容入っちゃうから、今の答弁で了解ならば、よ

ろしいですか。

○８番（田村秀男君） はい、分かりました。

○議長（西原 浩君） それではそのほか、質疑ありますか。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） はい。

ないようですので、ここで質疑を終わります。

ここで１０分間休憩いたします。

午前１１時０１分 休憩

──────────────

午前１１時０８分 再開

○議長（西原 浩君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第６５号

○議長（西原 浩君） 日程第１３ 議案第６５号別海町手数料条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

○財政課長（ 川具哉君） はい、議長。
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○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） 議案第６５号別海町手数料条例の一部を改正する条例の制定

について、内容を説明いたします。

議案書は７ページになります。

本条例の改正は、今年度事業として予算計上している、書かない窓口推進・窓口円滑化

事業において、住民票と印鑑証明書の交付申請の際に、申請書への記載を省略することが

できる利用者操作用端末機を本庁舎に設置しますが、本端末機は、コンビニに設置されて

いる多機能端末機と同様の操作、同様の様式で発行されるため、同額の手数料を設定する

ものとし、条例の一部を改正するものです。

なお、本サービスの運用開始は１０月からを予定しています。

議案本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料で御説明いたします。

議案資料の２ページをお開きください。

条例の一部を改正する条例の新旧対照表で、右側が改正前、左側が改正後となります。

初めに、別表中、右側の改正前の１９の項、下線部分になりますが、「多機能端末機」

を、左側の改正後の１９の項、同じく下線部分になりますが、「多機能端末機等」に改め

るものです。

最後の行になりますが、附則として、「この条例は、公布の日から施行する。」もので

す。

以上で議案第６５号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第６５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） はい。

質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第６６号

○議長（西原 浩君） 日程第１４ 議案第６６号別海町介護サービス使用料及び手数料

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

○老人保健施設すこやか事務長（渡辺久利君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 老人保健施設すこやか事務長。

○老人保健施設すこやか事務長（渡辺久利君） 議案第６６号別海町介護サービス使用料

及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について、内容説明をいたします。

議案書の８ページをお開き願います。

本条例は、近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活している方との負担均衡を図るため、

介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部

改正が告示され、介護サービス利用における居住費等の基準費用額及び負担限度額の改正

が行われたことに伴い、本町においても、国の基準に準拠していることから、滞在費及び

居住費について、同様の改正を行おうとするものです。

また、介護保険法施行規則の一部改正による省令等により、過去に一部見直しが行われ

ていた負担限度額の対象要件について、現状は、見直し後における判定事務を行っている
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ものの、条文表記との相違が生じていることから、併せて改正しようとするものです。

改正本文の朗読は省略させていただき、別冊の議案資料により御説明いたします。

議案資料の３ページをお開き願います。

３ページから５ページまでが本改正案の新旧対照表で、表の右側が改正前、左側が改正

後、下線部分が改正箇所となります。

第３条関係別表１の５項及び５ページまでの６項中、「課税年金収入額」を「年金収入

金額」に改め、４ページ上段、短期入所療養介護事業に係る滞在費の基準費用額「３７７

円」を「４３７円」に、負担限度額「３７０円」を「４３０円」に、５ページ中段の老人

保健施設入所事業に係る居住費の基準費用額「３７７円」を「４３７円」に、負担限度額

「３７０円」を「４３０円」に改正しようとするものです。

附則として、この条例は、公布の日から施行し、「別表１中、３７７円を４３７円に、

３７０円を４３０円に改める改正規定は、令和６年１０月１日から施行する。」とするも

のです。

以上で議案第６６号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第６６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１５ 議案第６７号

○議長（西原 浩君） 日程第１５ 議案第６７号別海町国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

○保健生活部次長（谷村将志君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 保健生活部次長。

○保健生活部次長（谷村将志君） 議案第６７号別海町国民健康保険条例の一部改正につ

いて、内容を説明いたします。

議案書の９ページをお開き願います。

初めに、本条例の一部改正を行う理由ですが、昨年、法改正された行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律、こちらに

より、国民健康保険の被保険者が使用している健康保険証が、令和６年１２月２日から保

険証廃止となることに伴い、本条例中の被保険者証に係る関係条文について、改正する必

要が生じることから、改正を行うものです。

議案本文の朗読は省略し、議案資料により御説明いたします。

議案資料の６ページをお開きください。

議案資料６ページが、本条例改正に関わる新旧対照表になります。

右側が改正前、左側が改正後、下線部分は、今回改正を行う箇所になります。

今回改正箇所は、第１４条、罰則に関わる部分になります。

初めに改正前の第９項の下線箇所は、国民健康保険法の改正に伴い、「第９項」から改

正後「第５項」へと改正を行うものです。

改正前の次の行の、「若しくは」以降の下線箇所は、「同条第３項若しくは第４条の規
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定により被保険者証の返還を求められこれに応じない場合」とした条文が、保険証廃止に

伴い不要となることから、当該条文を削除し、改正後において、「又は虚偽の届出をした

場合」に改めるものです。

附則として、第１項施行期日で、「この条例は、令和６年１２月２日から施行する。」

とし、第２項経過措置として、「この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の

施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第９条の規定によりなお従前の例

によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。」とするものです。

以上で議案第６７号の内容について説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第６６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１６ 議案第６８号

○議長（西原 浩君） 日程第１６ 議案第６８号財産の取得について（し尿収集車）を

議題といたします。

内容について説明を求めます。

○財政課長（ 川具哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） 議案第６８号の内容説明をいたします。

議案の１１ページをお開きください。

本案は、財産の取得に当たり予定価格が１,５００万円を超えるため、地方自治法第９

６条第１項第８号の規定により、議会の議決を求めるものであります。

最初に議案本文を朗読いたします。

１、取得する財産の種類及び数量、し尿収集車１台。

２、取得の方法、指名競争入札による契約。

３、取得価格５,０２７万円。（内消費税及び地方消費税額４５７万円）。

４、取得の相手方、釧路市鳥取大通６丁目８番１１号、ＵＤトラックス道東株式会社釧

路支店、支店長岩田敏典。

次に本案提出に至るまでの入札等の経過について御説明いたします。

入札の執行は８月２２日で、東北海道いすゞ自動車株式会社中標津支店、ＵＤトラック

ス道東株式会社釧路支店の２社による指名競争入札を行い、３回目の入札で落札いたしま

した。

消費税及び地方消費税を除く最高入札価格は４,６２５万円、最低入札価格は４,５７０

万円で、最低入札者であります、本案のＵＤトラックス道東株式会社釧路支店と現在仮契

約中であります。

なお、納期は翌年１２月３０日までとしております。

取得する財産の内容につきましては、議案資料で御説明いたします。

議案資料の７ページをお開きください。
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事業名は、令和６年度し尿収集車購入事業で、購入物品名は、し尿収集車。

数量は１台です。

主要諸元は、型式２ＲＧ－ＣＷ５ＤＬ。

乗車定員２名。

全長７.８５メートル以下。

全幅２.５５メートル以下。

全高３.２５メートル以下。

総排気量１０.８３６リットル。

最大出力３６０馬力から３８０馬力。

汲取タンク容量７,０００リットルから７,２００リットルとなっています。

８ページには、上から見た平面図のほか、側面図、背面図を記載しています。

以上で議案第６８号の内容説明を終わります。

○議長（西原 浩君） 議案第６８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１７ 認定第１号から日程第２４ 認定第２４まで

○議長（西原 浩君） 日程第１７ 認定第１号令和５年度別海町一般会計歳入歳出決算

認定について、日程第１８ 認定第２号令和５年度別海町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について、日程第１９ 認定第３号令和５年度別海町介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第２０ 認定第４号令和５年度別海町介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第２１ 認定第５号令和５年度別海町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第２２ 認定第６号令和５年度町立別海病院事業

会計決算認定について、日程第２３ 認定第７号令和５年度別海町水道事業会計決算認定

について、日程第２４ 認定第８号令和５年度別海町下水道等事業会計決算認定について

の８件については、別海町議会会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。

内容について、順次説明を求めますが、ここで説明者に申し上げます。

この８件の決算認定については、予算決算審査特別委員会に付託し、詳細な審査をした

いと考えておりますので、内容については、要点のみにとどめて説明を願います。

○副町長（浦山吉人君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 副町長。

○副町長（浦山吉人君） 認定第１号から認定第８号までの、令和５年度別海町各会計決

算について、御説明をさせていただきます。

決算書が大冊となりますので、議案資料により決算の概要を一括して説明をし、議案説

明とさせていただきます。

資料は９ページから１１ページまでです。

それではページをめくっていただき、資料１０ページから説明をいたします。

最初に、令和５年度別海町一般会計及び特別会計「決算概要」です。

１、一般会計及び特別会計「決算概要」。

単位は円で表示をしております。
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表の左から、認定番号、会計名、歳入収入済額、歳出支出済額、歳入歳出差引残額、う

ち基金繰入額の順に申し上げます。

１、一般会計。

収入済額３３４億５,５８３万８,５９７円。

支出済額３３２億５,８３９万３,１０３円。

差引残額１億９,７４４万５,４９４円。

うち基金繰入額８,０００万円。

次に、２、国民健康保険特別会計。

収入済額２４億４,８９０万３,３０６円。

支出済額２４億４,５６９万１,４７３円。

差引残額３２１万１,８３３円。

うち基金繰入額２００万円。

次に、３、介護サービス事業特別会計。

収入済額５億４３９万９,２０３円。

支出済額５億４２７万２,８７９円。

差引残額１２万６,３２４円。

次に、４、介護保険特別会計。

収入済額１１億８,０２０万４８２円。

支出済額１１億７,９３０万７,４１１円。

差引残額８９万３,０７１円。

次に、５、後期高齢者医療特別会計。

収入済額２億６６８万３,７３５円。

支出済額２億５９７万５,７３５円。

差引残額７０万８,０００円。

次に、下段の２、一般会計及び特別会計の「実質収支に関する調書」です。

単位は１,０００円で表示をしております。

表の左から、認定番号、会計名、歳入総額、歳出総額、歳入歳出差引額、翌年度へ繰り

越すべき財源、実質収支額、うち基金繰入額の順に申し上げます。

１、一般会計。

歳入総額３３４億５,５８３万８,０００円。

歳出総額３３２億５,８３９万３,０００円。

差引額１億９,７４４万５,０００円。

繰越明許費繰越額、５,５４６万２,０００円。

繰り越すべき財源額合計額も、同様に、５,５４６万２,０００円。

実質収支額１億４,１９８万３,０００円。

うち基金繰入額８,０００万円。

次に、２、国民健康保険特別会計。

歳入総額２４億４,８９０万３,０００円。

歳出総額２４億４,５６９万１,０００円。

差引額３２１万２,０００円。

実質収支額も同様に、３２１万２,０００円。

うち基金繰入額２００万円。
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次に、３、介護サービス事業特別会計。

歳入総額５億４３９万９,０００円。

歳出総額５億４２７万３,０００円。

差引額１２万６,０００円。

実質収支額も同様に、１２万６,０００円。

次に４、介護保険特別会計。

歳入総額１１億８,０２０万円。

歳出総額１１億７,９３０万７,０００円。

差引額８９万３,０００円。

実質収支額も同様に８９万３,０００円。

次に、５、後期高齢者医療特別会計。

歳入総額２億６６８万４,０００円。

歳出総額２億５９７万６,０００円。

差引額７０万８,０００円。

実質収支額も同様に７０万８,０００円。

次に資料の１１ページを御覧ください。

令和５年度別海町一般会計及び特別会計決算「財産の概要」です。

初めに、１の公用財産ですが、決算年度末の数値で申し上げます。

土地地積合計９,３０７万７,３９７平方メートル。

建物延面積合計２２万８,３２７平方メートル。

山林面積合計６,６２２万１,３０９平方メートル。

山林立木推定蓄積量合計８１万８,７７５立方メートル。

次に、有価証券の合計、株券で９,５６４万円。

出資による権利の合計１０億３,１５７万２,０００円となっております。

次に、右のほうに移りまして、２の物品・債権・基金についてです。

こちらも決算年度末の数字で申し上げます。

物品合計、車両が１６４台。

債権合計、貸付金で１億７,３９０万６,０００円。

基金合計２８基金の預金額で１００億５,４９５万２,０００円。

歳計として定額運用基金の状況です。

運用基金につきましては、基金会計が直接支出経理できるもので、年度末残高では、早

坂善也奨学基金、預金額で、２４１万５,０００円。

土地開発基金、預金額で１億９８万円となっております。

次に、下段の令和５年度別海町各企業会計「決算概要」です。

単位は円で表示をしております。

決算額で申し上げます。

６、町立別海病院事業会計は、収益的収入及び支出の事業収益の決算額で、２１億２,

４４８万５,９８５円。

事業費用の決算額で２４億９７４万５,１４５円。

次に、資本的収入及び支出では、資本的収入の決算額で４億４,１７７万８,０００円。

資本的支出の決算額で５億２,４８０万３,０５９円となっております。

次に、７、水道事業会計ですが、収益的収入及び支出の事業収益の決算額で、１０億
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９,４２８万２,１６７円。

事業費用の決算額で８億７,０９６万８,４５３円。

資本的収入及び支出では、資本的収入の決算額で３億３,１８０万１,０００円。

資本的支出の決算額で７億７,９７９万３,５４１円となっております。

次に、８、下水道等事業会計ですが、収益的収入及び支出の事業収益の決算額で５億

２,０１４万３,７４４円。

事業費用の決算で５億２,８６２万９,５９７円。

資本的収入及び支出では、資本的収入の決算額で４億４,７３０万６,３５０円。

資本的支出の決算額で４億５,５６９万９３９円となっております。

以上、認定第１号から認定第８号までの各会計決算の要点について説明をさせていただ

きました。

なお本件認定には、決算書に監査委員の各会計決算審査意見書を付すとともに、主要な

施策の成果一覧表を添付しておりますことを申し添えます。

以上で説明を終わらせていただきます。

○議長（西原 浩君） お諮りします。

ただいま上程中の令和５年度別海町各会計決算認定の８件については、予算決算審査特

別委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、認定第１号から認定第８号までの８件については、予算決算審査特別委員

会に付託の上、審査することに決定いたしました。

お諮りします。

ただいま全員による予算決算審査特別委員会に付託されましたので、本会議での質疑は

省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西原 浩君） 異議なしと認めます。

したがって、本会議での質疑は省略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第２５ 報告第７号

○議長（西原 浩君） 日程第２５ 報告第７号放棄した債権の報告についてを議題とい

たします。

内容について説明を求めます。

なお、本件は、報告のみであります。

○財政課長（ 川具哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） 報告第７号の内容説明をいたします。

議案の２０ページをお開きください。

報告第７号放棄した債権の報告について。

本件は、別海町債権管理条例第１６条の規定に基づき、放棄した債権について、同条例

第１７条の規定により報告するものです。
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議案の２１ページにお進みください。

令和５年度債権放棄調書になります。

債権の名称及び債権放棄の理由ごとに御説明いたします。

初めに、し尿処理手数料です。

条例第１６条第５号、強制執行または債権の申出等の手続をとってもなお無資力、資力

回復困難で履行の見込みがない理由によるものが、１人１件で４,５１０円です。

続いて、介護保険料返納金です。

介護保険料返納金は、死亡に伴う介護保険料の還付金について、相続人に還付した後に

厚生労働省に還付すべきだったことが判明し、相続人から返納を求めたものの未払となっ

たもので、条例第１６条第１号、生活保護法による保護を受けており、資力の回復が困難

である理由によるものが、１人１件で１万４,０００円です。

最後に、水道料金です。

条例第１６条第１号、生活保護法による保護を受けており、資力の回復が困難である理

由によるものは、２人２９件で２万９,０７０円。

条例第１６条第４号、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後において

もなお履行させることが困難、または少額の債権額に対して、徴収経費が上回るなど不適

当である理由によるものは、１人１件で２,２２３円です。

水道料金合計で３人３０件で３万１,２９３円です。

いずれも令和６年３月３１日付けで債権放棄をしております。

以上で報告第７号の内容説明を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２６ 報告第８号

○議長（西原 浩君） 日程第２６ 報告第８号令和５年度決算に基づく別海町健全化判

断比率及び資金不足比率についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

なお、本件は、報告のみであります。

○財政課長（ 川具哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） 報告第８号の内容説明をいたします。

議案の２２ページをお開きください。

報告第８号令和５年度決算に基づく別海町健全化判断比率及び資金不足比率について。

本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、毎年度、健

全化判断比率を、公営企業においては、資金不足比率を、その算定の基礎となる事項を記

載した書類とともに、監査委員の審査に付し、その意見をつけて、当該各比率を議会に報

告し、かつ公表しなければならないと規定されているため、ここに報告をするものです。

なお、監査委員の意見につきましては、「令和５年度決算財政健全化審査及び経営健全

化審査意見書」を、別冊で配付させていただいております。

また、本日の議会への報告と併せて、町のホームページ上でも公表を、広報別海には、

決算状況と併せて公表予定であることを申し添えます。

それでは各比率の状況について御説明いたします。

下の表を御覧ください。

まず、最初の表で、健全化判断比率です。
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健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率の四つの指標があります。

一つ目の実質赤字比率は、一般会計の実質的な赤字額が標準財政規模に占める比率をあ

らわし、財政運営の深刻度を示すもので、この比率が生じた場合には、赤字の早期解消を

図る必要があります。

令和５年度の一般会計の決算は黒字となったことから赤字比率は生じていません。

二つ目の連結実質赤字比率は、公営企業会計を含む全ての会計を合算し、赤字の程度を

示すものとなり、比率は生じておりませんが、町立別海病院事業会計において、対象とな

る流動負債等が、流動資産を上回り、３９４万７,０００円の資金不足が生じています。

生じた理由としては、令和６年１月以降の営業収益が見込みより落ち込んだことが主な

要因となっています。

また、一般会計及び特別会計、また町立別海病院事業会計を除く他の公営企業会計で

は、赤字比率は生じていません。

三つ目の実質公債費比率は、地方債元利償還金などの債務が標準財政規模に占める比率

を表し、債務の財政負担の大きさや、資金繰りの危険度を示すもので、過去３か年の平均

比率となります。

令和５年度の比率は１１.１％となり、地方債の発行が制限される早期健全化基準の２

５％や、財政再生計画を義務づけられる財政再生基準の３５％を大きく下回っており、前

年度比較では０.４％改善しています。

四つ目の将来負担比率は、地方債元利償還金や債務負担行為額の将来負担すべき実質的

な債務が標準財政規模に占める比率を表し、債務の負担が、将来財政を圧迫する可能性が

高いかどうかを示すものです。

令和５年度は、将来負担額より、基金などの充当可能財源等が上回ったことにより、将

来負担比率は生じていません。

なお、早期健全化基準は３５０％となっており、前年度比較では３１.７％改善してい

ます。

次に、その下の表で、資金不足比率です。

資金不足比率は、公営企業の経営状況を示す指標で、公営企業の資金不足額が、事業規

模に占める比率を表します。

先ほどと同じ理由により、町立別海病院事業会計で０.３％の資金不足比率が生じてい

ますが、別海町水道事業会計、別海町下水道等事業会計では、資金不足額がなかったこと

から、資金不足比率は生じていません。

以上で報告第８号の内容説明を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２７ 報告第９号

○議長（西原 浩君） 日程第２７ 報告第９号専決処分の報告について、町道上春別原

野５４線舗装修繕工事を議題といたします。

内容について順次説明を求めます。

なお、本件は、報告のみであります。

○財政課長（ 川具哉君） はい、議長。

○議長（西原 浩君） 財政課長。

○財政課長（ 川具哉君） 報告第９号の内容説明をいたします。
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議案の２３ページをお開きください。

報告第９号専決処分の報告について。

本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工

事請負契約に変更の必要性が生じ、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告するものです。

専決処分書を朗読いたします。

専決処分書。

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和６年８月２日、別海町長曽根興三。

工事請負契約の一部変更について。

令和６年６月２７日議案第４６号により議決を経て締結した、町道上春別原野５４線舗

装修繕工事請負契約の一部を次のように変更する。

契約金額「６,８３１万円（内消費税及び地方消費税額６２１万円）」を「７,００５万

９,０００円（内消費税及び地方消費税額６３６万９,０００円）」に改める。

変更の内容につきましては、構造物撤去工、舗装工、防護柵工、道路附属施設工におい

て、当初概数としていた数量が確定したことにより、１７４万９,０００円の増額となっ

たものです。

以上で報告第９号の内容説明を終わります。

──────────────────────────────────

◎散会宣言

○議長（西原 浩君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これで散会します。

なお、明日は「一般質問」を、午前１０時から開きますので、御参集願います。

皆様、大変御苦労さまでした。

散会 午前１１時４８分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

令和 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員


